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令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年

３
月
31
日
ま
で
の
外
国
人
技
能
実
習
機

構
の
業
務
の
状
況
が
公
表
さ
れ
ま
し

た
。
本
統
計
の
一
部
を
掲
載
し
ま
す
。

　

本
統
計
の
詳
細
は
、
後
記
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

1�　

技
能
実
習
計
画
の
認
定

１�　

技
能
実
習
区
分
別
技
能
実
習
計
画

認
定
件
数	

【
図
１
―
１
】

　

令
和
６
年
度
に
認
定
を
受
け
た
技
能

実
習
計
画
件
数
は　

３
１
８
、５
７
２

件（
令
和
５
年
度
：
３
５
０
、０
２
６

件
。以
下
、令
和
５
年
度
の
数
値
を（　

）

内
に
記
載
。）で
あ
っ
た
。

　

技
能
実
習
区
分
別
に
そ
の
構
成
を
み

る
と
、
最
も
多
い
の
が
第
１
号
団
体
監

理
型
技
能
実
習
で
47・
５
％（
49・

８
％
）、
次
い
で
第
２
号
団
体
監
理
型

技
能
実
習
で
47・
０
％（
43・
８
％
）
と

な
っ
て
い
る
。

２�　

年
齢
別
技
能
実
習
計
画
認
定
件
数

	

【
図
１
―
２
】

　

技
能
実
習
生
の
年
齢
別
に
構
成
を
み

る
と
、
20
～
24
歳
の
範
囲
が
最
も
多
く

45・0
％（
43・６
％
）、
次
い
で
25
～
29

歳
が
21・７
％（
22・６
％
）、
20
歳
未
満

が
14・
９
％（
14・
０
％
）
と
な
っ
て
い

る
。

３　

職
種
別
技
能
実
習
計
画
認
定
件
数	

【
図
１
―
３
】

　

職
種
別
に
み
る
と
、
職
種
全
体
の
う

ち
、
建
設
関
係
の
職
種
が
最
も
多
く

25・１
％（
23・６
％
）、
次
い
で
食
品
製

造
関
係
の
職
種
が
20・
２
％（
19・

６
％
）、
機
械・
金
属
関
係
の
職
種
が

厚
生
労
働
省
ト
ピ
ッ
ク
ス
②�

（
人
材
開
発
統
括
官
）

令
和
６
年
度
外
国
人
技
能
実
習

機
構
業
務
統
計（
一
部
）概
要
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図１ー１　技能実習区分別　計画認定件数（構成比）
［％］

第１号企業
単独型

第１号団体
監理型

第２号企業
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第２号団体
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第３号企業
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43.6%
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図１ー２　年齢別　計画認定件数（構成比）
［％］

40～
44歳
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図１ー３　職種別　計画認定件数（構成比）
［％］

農
業
・
林
業
関
係

漁
業
関
係

建
設
関
係

食
品
製
造
関
係

繊
維
・
衣
服
関
係

主
務
大
臣
が
告
示
で

　定
め
る
職
種

移
行
対
象
職
種
・
作
業

　以
外
の
取
扱
職
種

機
械
・
金
属
関
係

そ
の
他

令和５年度
令和６年度

※１�　その他の職種は、家具製作、印刷、製本、プ
ラスチック成形、強化プラスチック成形、塗装、
溶接、工業包装、紙器・段ボール箱製造、陶磁器
工業製品製造、自動車整備、ビルクリーニング、
介護、クリーニング、コンクリート製品製造、
宿泊、RPF製造、鉄道施設保守整備、ゴム製品製
造、鉄道車両整備、木材加工である。

※２�　主務大臣が告示で定める職種は、空港グラン
ドハンドリング、ボイラーメンテナンスである。

※３�　移行対象職種・作業以外の取扱職種は、第２号
技能実習及び第３号技能実習を実施できない職
種である。

11・９
％（
13・１
％
）と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
移
行
対
象
職
種・
作
業
以
外

の
取
扱
職
種
に
よ
る
技
能
実
習
計
画
の

認
定
を
受
け
た
件
数
の
割
合
は
、
全
体

の
２・
８
％（
２・
９
％
）
と
な
っ
て
い

る
。　

４�　

国
籍
・
地
域
別
技
能
実
習
計
画
認

定
件
数	

【
図
１
―
４（
次
頁
）】

　

技
能
実
習
生
の
国
籍・
地
域
別
に
構

成
を
み
る
と
、
ベ
ト
ナ
ム
が
１
２
９
、

１
８
３
件（
１
６
２
、０
１
０
件
）
で

40・
６
％（
46・
３
％
）
と
全
体
の
約
半

分
を
占
め
、
次
い
で
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の

８
３
、２
３
８
件（
７
４
、８
７
９
件
）

で
26・１
％（
21・４
％
）、
フ
ィ
リ
ピ
ン

の
２
９
、７
８
４
件（
２
８
、６
２
７
件
）

で
９
・３
％（
８
・２
％
）、
ミ
ャ
ン
マ
ー

の
２
９
、１
９
９
件（
２
８
、７
５
５
件
）

で
９
・
２
％（
８
・
２
％
）
と
な
っ
て
い

る
。

2　

監
理
団
体
の
許
可

　

令
和
６
年
度
に
新
た
に
許
可
を
受
け

た
監
理
団
体
は
１
０
５
件（
１
６
８

件
）、
有
効
期
間
更
新
許
可
を
受
け
た

監
理
団
体
は
４
７
６
件（
７
３
６
件
）

と
な
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
監
理
団
体
の
総
数
は
３
、７

５
５
件
で
、
そ
の
う
ち
一
般
監
理
事
業

２
、１
３
０
件
、
特
定
監
理
事
業
１
、６

２
５
件
と
な
っ
て
い
る（
令
和
７
年
３
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月
31
日
現
在
）。

※　

一
般
監
理
事
業
は
第
１
号
団
体
監

理
型
技
能
実
習
か
ら
第
３
号
団
体
監

理
型
技
能
実
習
ま
で
の
す
べ
て
の
技

能
実
習
に
係
る
監
理
事
業
を
行
う
こ

と
が
で
き
、
特
定
監
理
事
業
は
第
１

号
団
体
監
理
型
技
能
実
習
及
び
第
２

号
団
体
監
理
型
技
能
実
習
の
技
能
実

習
に
係
る
監
理
事
業
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。

3　

実
地
検
査

【
図
２
―
１
、
図
２
―
２
】

　

外
国
人
技
能
実
習
機
構
が
、
令
和
６

年
４
月
か
ら
令
和
７
年
３
月
ま
で
の
間

に
実
地
検
査
を
行
っ
た
実
習
実
施
者
及

び
監
理
団
体
の
数
は
２
５
、６
９
８（
２

６
、１
５
３
）で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
、
技
能
実
習
法
違
反
が
認

め
ら
れ
た
実
習
実
施
者
及
び
監
理
団
体

の
数
は
１
１
、１
８
４（
１
０
、７
２
３
）

（
違
反
割
合
43・
５
％（
41・
０
％
））
で

あ
り
、
違
反
件
数
は
１
８
、８
２
３
件

（
１
７
、８
４
５
件
）で
あ
る
。

　

主
な
違
反
の
内
容
は
、

●　

実
習
実
施
者
に
つ
い
て
は
、「
技

能
実
習
生
の
待
遇
に
関
す
る
も
の
」

（
４
、３
０
６
件（
４
、５
３
２
件
））、

「
届
出・
報
告
に
関
す
る
も
の
」（
３
、

８
８
７
件（
３
、２
１
３
件
））

●　

監
理
団
体
に
つ
い
て
は
、「
監
理

団
体
の
運
営・
体
制
に
関
す
る
も
の
」

（
１
、８
４
２
件（
１
、０
２
６
件
））、

「
実
習
実
施
者
の
監
理・指
導
に
関
す

る
も
の
」（
１
、５
９
３
件（
１
、５
８

８
件
））で
あ
る
。

実
地
検
査
で
技
能
実
習
法
違
反

が
認
め
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て

は
、
改
善
に
向
け
た
指
導
を
行
う

と
と
も
に
、
改
善
状
況
を
確
認
し

て
い
る
。

ま
た
、
特
に
悪
質
な
事
案
に
つ

い
て
は
、
法
務
大
臣
、
出
入
国
在

留
管
理
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大

臣
に
よ
る
行
政
処
分
等（
実
習
実

施
者
に
つ
い
て
は
改
善
命
令
や
認

定
計
画
取
消
し
、
監
理
団
体
に
つ

い
て
は
改
善
命
令
や
許
可
取
消
し

等
）の
対
象
と
な
る
。

ベ
ト
ナ
ム

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

フ
ィ
リ
ピ
ン

ミ
ャ
ン
マ
ー

中
国

カ
ン
ボ
ジ
ア

タ
イ

ネ
パ
ー
ル

そ
の
他
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図１ー４　国籍・地域別　計画認定件数（構成比）
［％］

令和５年度
令和６年度

ht tps ://www.ot i t .go . jp/system/research/sta t ic t ics/2024/ index .h tml

本統計の詳細はこちら（外国人技能実習機構Webサイト）をご覧ください。

https://www.otit.go.jp/system/research/statictics/2024/index.html
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0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

技能実習生の保護に関するもの

帳簿書類の作成・備付けに関するもの

技能実習を実施する体制・設備に関するもの

技能実習の実施に関するもの

届出・報告に関するもの

技能実習生の待遇に関するもの

図２ー１　違反状況（実習実施者）

図２ー２　違反状況（監理団体）

0 400 800 1,200 1,600 2,000

技能実習生の保護・支援に関するもの

監査報告・事業報告に関するもの

帳簿等の作成・備付け、届出の提出に関するもの

実習実施者の監理・指導に関するもの

監理団体の運営・体制に関するもの

4,306 件（31.6％）

3,887 件（28.5％）

3,246 件（23.8％）

1,306 件（9.6％）

868 件（6.4％）

25 件（0.2％）

1,842 件（35.5％）

1,593 件（30.7％）

889 件（17.1％）

836 件（16.1％）

25 件（0.5％）

※ 図２-１、図２-２の（ 　）内は、違反件数全体に占める割合である。

■外国人技能実習機構が実地検査を行った実習実施者及び監理団体の数 
実習実施者 21,241（21,616）
監理団体 4,457（ 4,537）
計 25,698（26,153）

■技能実習法違反が認められた実習実施者及び監理団体の数 
実習実施者 8,525（ 8,371） 違反割合　40.1％（38.7％）
監理団体 2,659（ 2,352） 違反割合　59.7％（51.8％）
計 11,184（10,723） 違反割合　43.5％（41.0％）

■実習実施者及び監理団体において確認された違反の件数（違反条文数）
実習実施者 13,638（13,731）
監理団体 5,185（ 4,114）
計 18,823（17,845）

注）�　一つの実習実施者又は監理団体について複数の違反が確認される場合があることから、違反が
確認された実習実施者又は監理団体の数と違反件数は一致しない。

【参考：令和６年度に実施した行政処分等の状況】
　◎実習実施者：認定計画取消し　55者　2,744件、改善命令　０者　
　◎監理団体：許可取消し　６団体、改善命令　０団体


